
所得税の確定申告

市・県民税の申告などは

正
し
い
申
告
を
お
早
め
に

二
月
十
六
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で

今
年
も
税
金
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

所
得
税
の
確
定
申
告
、
市
・
県
民
税
の
申
告
は
、

二
月
十
六
日
か
ら
受
付
け
ま
す
が
、
贈
与
税
の
申

告
と
納
税
は
二
月
一
日
か
ら
受
付
け
て
い
ま
す
。

申
告
期
限
は
い
ず
れ
も
三
月
十
五
日
で
す
。
期
限

が
近
づ
き
ま
す
と
窓
口
が
混
雑
し
て
き
ま
す
。

申
告
と
相
談
は
で
き
る
だ
け
早
く
済
ま
せ
ま
し
ょ

こ
の
申
告
に
よ
っ
て
、
所
得
税
は
昭
和
五
十
九

年
分
の
税
金
が
確
定
し
、
ま
た
、
市
・
県
民
税
は

昭
和
六
十
年
度
の
税
金
を
計
算
す
る
重
要
な
申
告

で
す
。
期
限
内
に
正
し
い
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

所得税の確定申告の相談日
月　　日 時　　　間 会　　場

２月16日(土)

～３月15日( 金
９時～17時 長門税務署

２月25日( 月) ９時30分～16時 通 公 民 館

３月１日金 ９時30分～16時 俵 山 農 協

３月６日水 ９時30分～16時 湊 漁 協

土曜日は９時～11時30分 まで

所
　
得
　
税

申
告
の
必
要
な
人

◇
一
般
の
人

・
商
業
、
製
造
業
、
医
業
、農
業
、

漁
業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
人

・
配
当
、
地
代
、
家
賃
、
譲
渡
な

ど
の
所
得
の
あ
る
人

昭
和
五
十
九
年
中
の
各
種
の
所
得

の
合
計
額
が
、
基
礎
控
除（
3
3万
円
）

配
偶
者
控
除
（
3
3
万
円
）
扶
養
控
除

二
人
当
り
3
3万
円
）
な
ど
の
控
除

の
合
計
額
を
超
え
る
人
は
必
ず
申
告

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、

昨
年
新
し
く
開
業
さ
れ
た
人
や
昨
年

ま
で
申
告
義
務
の
な
か
っ
た
人
は
、

も
う
一
度
下
記
の
表
を
参
考
に
し
て

所
得
を
確
か
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

◇
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
給
与
所
得
者
）

の
所
得
税
は
、
年
末
調
整
に
よ
っ
て

精
算
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
確

定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
次
の
よ
う
な
人
は
申
告

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Ｏ
給
与
の
年
収
が
一
千
五
百
万
円
を

超
え
る
人

○
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
二
十
万

円
を
超
え
る
人

○
二
ヵ
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら
っ

て
い
る
人

主
婦
の
パ
ー
ト

と
税
金

最
近
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
く
主

婦
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、

パ
ー
ト
収
入
と
税
金
と
の
関
係
で
す

が
、年
収
が
一
定
金
額
を
超
え
る
と
、

夫
の
所
得
か
ら
配
偶
者
控
除
が
受
け

ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
主
婦
自
身
に

税
金
が
か
か
っ
た
り
し
ま
す
。

夫
の
所
得
か
ら
配
偶
者
控
除
が
受

け
ら
れ
る
の
は
、
パ
ー
ト
に
よ
る
所

得
が
三
十
三
万
円
以
下
の
場
合
で
す
。

パ
ー
ト
収
入
は
、
通
常
、
給
与
所

得
に
な
り
ま
す
。
給
与
所
得
は
、
年

収
か
ら
給
与
所
得
控
除
額
（
年
収
が

百
四
十
二
万
五
千
円
ま
で
は
一
律
に

五
十
七
万
円
）
を
差
し
引
い
て
求
め

ま
す
の
で
、
年
収
が
九
十
万
円
（
月

平
均
七
万
五
千
円
）
ま
で
な
ら
配
偶

者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

従
っ
て
、
パ
ー
ト
収
入
が
九
十
万

円
を
超
え
ま
す
と
、
夫
の
所
得
か
ら

配
偶
者
控
除
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。

次
に
、
主
婦
に
い
く
ら
か
ら
税
金

が
か
か
る
か
は
、
主
婦
自
身
が
ど
ん

な
所
得
控
除
が
受
け
ら
れ
る
か
に
よ

っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
通
常
は
納
税

者
に
一
律
に
認
め
ら
れ
て
い
る
基
礎

控
除
の
三
十
三
万
円
だ
け
の
場
合
が

多
い
の
で
、
パ
ー
ト
の
年
収
が
九
十

万
円
を
超
え
る
と
所
得
税
が
か
か
り

ま
す
。

パート収入と取得税

パート の

年　　 収

夫の所得から

配偶者控除が

パーﾄ 収入に

所 得 税 が

90万円以下 受 けられる かからない

90 万 円 超 受けられない か　 か　 る

収
支
内
訳
書
添
付
制
度

昭
和
五
十
九
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
、
事
業
所
得
な
ど（
事
業
所
得
、

不
動
産
所
得
、
山
林
所
得
）
の
あ
る

人
（
青
色
申
告
者
を
除
く
）
が
確
定

申
告
書
を
提
出
す
る
と
き
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
所
得
の
総
収
入
金
額
と
必

要
経
費
の
内
容
を
記
載
し
た
収
支
内

訳
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

お
問
い
あ
わ
せ
は
長
門
税
務
署
へ

②
1
２
４
４
1

確定 申 告に必 要 な書類
こ れだけはお忘 れなく

･申告書をお送りしている方は、そ
の｢ 申告書と印鑑｣
･給与などのある方は｢源泉徴収票｣
･雑損控除を受ける方は｢ 被害を受
けた住宅家財の明細書｣
･医療費控除を受ける方は｢ 支払っ
った医療費の領収・明細書・保険
などで補てんされる金額の明細書｣
･生命保険料控除のある方で、一般
の保険契約等は｢ 保険料が一契約
９千円を超えるものの証明書｣、個
人年金保険契約等は｢ 保険会社等
の発行した証明書｣
･損害保険料控除を受ける方は、｢支
払保険料の証明書｣
住宅取得控除を受ける方は｢ 登記
簿謄本｣｢住民票の写し｣｢売買契約
書｣｢住宅取得に係る融資額の償還
金額等の証明書｣
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